
計　画　書

　都市計画地区計画を次のように変更する。

 地区計画 道路

 の目標

緑地

 土地利用
 の方針

建築物の用途
の制限

５．工場

地区施設
の

整備方針

建築物等
の

整備方針

３．専用住宅街区は、周辺に商業施設があることから、良好な住環境を
保全するために、敷地の細分化を防止、健全で快適な住宅地としての
利用を図る。

２．沿道サービス街区は、県道八戸野辺地線（都市計画道路３・５・１本
町浜三沢線）沿線であることから、沿道サービス系の商業施設の利便を
図るとともに、街区内及び周辺の住環境に配慮し、商業施設と住居と調
和のとれた、健全で快適な沿道利用を図る。

２．アミューズメント街区には、空地を多くとりゆとりある街区の形成を図るた
め、建ぺい率の最高限度に制限を設ける。
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位　　　置

面　　　積
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　大町地区計画

　三沢市　大町二丁目、大町三丁目、中央町四丁目、松園町三丁目の各一部

　街区の土地利用を明確に区分し、都市景観の向上及び専用住宅街区の
環境を保全（視線・動線・光線の遮断）するため、交通量の増加が予想され
るアミューズメント街区及び街区周辺において道路を拡幅するとともに、ア
ミューズメント街区において専用住宅街区との境界に緑化を図る。

３．敷地の細分化を防止し、良好な市街地を守るため、敷地面積の最低限
度を定める。

４、アミューズメント街区は、アミューズメント施設や大規模店舗用地とし
て、これら施設の立地を図る。また、これら施設の立地等により増大す
ることが用地としてこれら施設の予想される自動車交通に対応し、本街
区内外の道路を拡幅しるとともに緑地等を適正に配置し、住民の安全
性及び専用住宅街区の住環境の保全に配慮する。

　　　　　　　　三沢都市計画地区計画の変更（三沢市決定）

　住宅環境の保全と新たな魅力ある都市空間の形成を目指して、次の事項
を方針とする。
１．専用住宅街区の住宅環境を保全するために建物用途に制限を設ける
（専用住宅街区を除く）

　また、専用住宅街区内を通過する自動車交通を制限するため、本地区に
おける交通の導線計画と連携をとりながら、歩行者優先（コミュニティ）道路
の整備を図る。

　約２３．７ha

　本地区計画では、地区内に立地の予定されている大規模店舗やイベント
（アミューズメント）施設の立地による交通量の増加・動線の変化に対応した
道路整備を図るとともに、これらの施設から住宅地の環境に考慮した緑地を
配置し、専用住宅地としての環境を保全しながら、今後新たに立地する商
業系施設等と調和のとれた地区形成を目指すことを目標とする。

　本地区は、住宅地、商業地に加え、大規模店舗用地を有することから、こ
れらの都市機能を明確に区分し、地区毎に方針をたて、適正配置を誘導す
ることにより、調和のとれた良好な市街地の形成を図る。
　本地区を　１．近隣商業街区、２．沿道サービス街区、３．専用住宅街区、
４．アミューズメント街区の４街区に区分し、以下に各街区毎の方針を整理
する。

１．近隣商業街区は、東側では市道59号線（都市計画道路３・６・３号古
間木東口線）に接するなど、商業地としてのポテンシャルが高いことか
ら、今後とも商業施設等の立地の促進を図る。

幅 員 延 長 　備　考

区画道路１号 10ｍ 約　200ｍ 現道７ｍより拡幅

　約２３．７ha

地区施
設の配
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規模
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物
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事
項

地区の細区分 近隣商業街区 沿道ｻｰﾋﾞｽ街区

４．大学、高等専門学校、
専修学校その他これらに
類するもの

建ぺい率の最高限度

名 称

区画道路２号 17ｍ 約　310ｍ 現道７ｍより拡幅
区画道路３号 12ｍ 約　130ｍ 現道９ｍより拡幅
区画道路４号 ８ｍ 約　120ｍ 歩行者優先（ｺﾐｭﾆﾃｨ）道路に整備
区画道路５号 ８ｍ 約　430ｍ 歩行者優先（ｺﾐｭﾆﾃｨ）道路に整備
区画道路６号 ７ｍ 約　120ｍ 歩行者優先（ｺﾐｭﾆﾃｨ）道路に整備

幅５ｍ：延長約545ｍ：面積約2,225㎡（自動車及び人の出入口は除く）

専 用 住 宅 街 区 アミューズメント街区
地 区 の 面 積 ４．２　ha １．６　ha １１．２　ha ６．７　ha

以下に掲げる
建築物は建築
してはならない

以下に掲げる建
築物は建築して
はならない

以下に掲げる建築物は建
築してはならない

１．倉庫業を営
む倉庫

１．麻雀屋、ﾊﾟﾁ
ﾝｺ屋、射的場、
勝馬投票券販
売所、場外車券
売り場、その他
これらに類する
もの

１．麻雀屋、ﾊﾟﾁﾝｺ屋、射
的場、勝馬投票券販売
所、場外車券売り場、その
他これらに類するもの

２．ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽその他これ
らに類するもの

３．学校
２．ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ
その他これらに
類するもの

70%
敷地面積の最 １２０㎡以上 １５０㎡以上 １２０㎡以上 ２００㎡以上
低限度 但し、本地区計画に係る都市計画決定時において、現に建築物の敷地として

使用されている土地でこの規定に適合しないもの、又は現に存する所有権そ
の他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、この規定に適合
しないこととなる土地について、その全体を一つの敷地として使用する場合、
若しくは公益上必要と認められる建築物の敷地として使用する場合において
は、この限りではない。

備　　　　考 　※地区及び各街区の区域、地区施設の配置等は、計画図の通りである。
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位 置 　三沢市　大町二丁目、大町三丁目、中央町四丁目、松園町三丁目の各一部

面 積

【位置及び区域は計画図表示のとおり】

理由
　当地区は、本市における新商業街区を含む地区であり、良好な住環境の維持・保全を図ると共に、住
宅地と調和した魅力ある商業地の形成を図るため、本案のように決定するものである。


